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【サービスの類型（多様化するサービスの典型例）について】

1

※国保連合会で審査支払を行うのは、点線で囲んだサービスのみです。

※出典：厚生労働省老健局資料「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」



※出典：厚生労働省老健局資料「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」 ２

※国保連合会で審査支払を行うのは、点線で囲んだサービスのみです。



【介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス種類の考え方について】

３



４

【地域区分について】

【注意点】サービス種類により設定する地域区分が異なります。誤った地域区分ではエラーとなりお支払ができません。
※住所地特例対象者の場合は受給者台帳に設定した住所地特例の施設所在地の地域区分となります。

平成27年4月1日時点



【国保連合会の処理日程（事業所の請求から事業費の支払まで）】

＊郵送での提出は、１０日必着です！

１０日を過ぎて届いたものは、紙での請求は、次月請求扱いとな
ります。

磁気媒体等での請求は、請求データ内の請求年月が無効となり
ますので次月に再提出が必要です。

５

請求方法は
伝送、磁気媒体等、紙
のいずれかになります。



【介護給付費等支払決定通知書について】

介護給付費等支払決定額通知書は
介護給付費支払額100,000円と介護予防・日常生活
支援総合事業費支払額100,000円を合計した金額
の200,000円を指定口座へお振込みいたします。

６



【介護職員処遇改善加算総額のお知らせについて】

介護職員処遇改善加算総額のお知らせは

Ａ１・Ａ２・Ａ５・Ａ６のサービスで処遇改善加算の請求が
あった場合のみお知らせに集計されます。

※上記以外のサービスは、市町村の規定する処遇改善
加算のサービスコードのため集計されませんのでご了承
ください。

７



【処遇改善加算について】

８

※国で規定しているサービスコードの処遇改善加算は
1168×86/1000（処遇改善加算の加算率）＝100.448（四捨五入）
⇒加算率から算出した100を設定市町村が定めた処遇改善加算の

単位を設定

※市町村が定めたA３等の処遇改善加算は、
市町村が規定した単位数（例45）を設定する。



９

【介護予防・日常生活支援総合事業における公費の取扱いについて】
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12
生活保護 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

25
中国残留 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

81
原爆助成 ○ ○ ○ ○

58
全額免除 ○ ○

○印は請求が可能な公費



【給付割合について】
平成２７年８月から利用者の負担割合が変更となりました。総合事業ではサービス種類Ａ１・Ａ２・Ａ５・Ａ６は
受給者台帳に設定された負担割合との審査を行います。

１０

※受給者台帳の利用者負担は２割で、
事業費は９割で請求しているので不一致。

事業費請求額は
1426×10.35＝14759.1→14759 小数点以下切捨
14759×90％＝13283.1→13283（９割）小数点以下切捨
利用者負担額は
14759―13283＝1476（１割負担）

※A1・A2・A5・A6（国で規定しているサービスコード）は、受給者台帳との審査を行うため、異なる給付割合
の請求は、エラーとなる。

例題



【事業所番号について】

１３７～で始まる事業所番号及び、１３Ａ～で始まる事業所番号など、複数の事業所番号
を取得されている事業所は、請求する総合事業費のサービス種類がどの事業所番号に
該当するかをご確認のうえご請求ください。

【請求サービスについて】

１１

提供するサービス種類によって、単位数及びサービスコード
を規定するのが国または市町村となりますので、請求の際に
はご留意ください。

（１）住所地特例対象者の請求は、施設所在の市町村が規定
した単位数及びサービスコードでご請求ください。

（２）住所地特例対象外の被保険者の請求は、被保険者の市
町村が規定した単位数及びサービスコードでご請求ください。



【給付管理票について】

※給付管理票の指定/基準該当の識別欄は、総合事業のサービスを記載する場合は「総合事業」
を選択してください。
なお、ＣＳＶファイルの場合、給付管理票の指定/基準該当の識別コードは「６」の総合事業を設定し
て下さい。

１２



【エラー事例集】

（事例２）請求額集計欄のサービス種類にサービスコードごと記載している。

請求額集計欄はサービス種類ごとに記載する。
したがって、この事例では「A5」サービスを１つにまとめて記載する。

（事例１）処遇改善加算の単位数を限度額管理対象単位数に記載している。

「処遇改善加算のサービス単位数→118」

処遇改善加算は限度額管理対象ではないため、⑤限
度額管理対象単位数ではなく、⑥限度額管理対象外単
位数欄に記載する。

（正）
④計画単位数⇒1368
⑤限度額管理対象単位数⇒1368
⑥限度額管理対象外単位数欄⇒118

※サービス提供体制強化加算等も限度額管理対象外

１３



（事例３）事業費請求額又は利用者負担額に誤った金額を記載している。

1.事業費請求額の求め方
⑩事業費請求額＝
《《⑦給付単位数×⑨単位数単価》×給付率》
1,486単位×11.40円＝16,940.4円 小数点以下切捨
16,940円×90％＝15,246 小数点以下切捨

2.利用者負担額の求め方
⑪利用者負担額＝
《⑦給付単位数×⑨単位数単価》－⑩事業費請求額
1,486単位×11.40円＝16,940.4円 小数点以下切捨
16,940円－15,246円＝1,694円

（正） ⑩事業費請求額⇒15246
⑪利用者負担額⇒1694

１４

（事例４）認定有効期間がブランクとなっている。

【要支援状態区分等欄】
事業対象者の場合⇒開始年月日のみ記載でも可
要支援者の場合⇒開始及び終了年月日を記載



（事例５）公費併用の請求での記載もれ。（第1号被保険者公費併用）

総合事業の対象公費は４種類
①法別番号12生活保護
②法別番号25中国残留邦人等
③法別番号58全額免除
④法別番号81原爆助成

正

誤

「公費分回数」、「公費対象単位数」
欄にも記載する。

１５

利用者負担額を全額公費で負担
する被保険者の為、公費請求額に
記載する。



１６

（事例６）住所地特例対象者であるのに通常の事業費明細欄に記載している。

被保険者の
保険者番号⇒137020

被保険者の受給者台帳に設定された
施設所在保険者番号⇒ 137011

住所地特例対象者の被保険者が住所
地にて総合事業サービスを受けた場合
は、施設所在保険者137011が認めた
サービスで請求します。

住所地特例対象者にサービスを実施した場合、事業費明細欄には記載しない。
この場合は、事業費明細欄（住所地特例対象者）欄に記載してください。

誤

正

受給者台帳に保険者が設定した施設所在保険者番号を記載してください。



【請求の注意点】
国基準のA1・A5・A2・A6 サービスコードの加算について、加算のみの算定はエラーとなる。

（例1） A6運動器機能向上加算を算定しているが、A6本体の通所型サービスⅠ等の算定がなく、A5の
通所型サービスⅠの算定のため、エラーとなる。
A6本体＝A6加算・・・○ A5本体≠A6加算・・・× サービス種類が同じ組合わせが正しい。

（例2） A3のサービスコードは保険者独自のサービスコードのため、システム上、加算とは認識しないた
めエラーにならない。

１７

（例1）

（例2）



【留意点について】

１８

①介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書の様式番号は「様式二の三」（識別番号は７１Ｒ１）
です。※ 誤った様式番号（識別番号）はエラーとなりますのでご注意ください。

②住所地特例対象者以外の被保険者（保険者はＡ区）が、Ａ区以外のＢ市に所在する事業所を利用した場合は、Ａ区
が規定したサービスコードと単位数で請求しますので、保険者Ｂ市が規定したサービスコードと単位数で請求するので
はありませんのでご注意ください。

③総合事業の請求を始める場合は保険者へ申請し、指定事業所となってからとなります。

＜総合事業費明細書等の請求方法＞
〒102-0072 千代田区飯田橋３丁目５番１号
東京都国民健康保険団体連合会 介護福祉部 介護福祉課介護第２係 介護事業所専用窓口
TEL ０３－６２３８－０２０７ 受付時間：月～金 ８：４５～１７：３０ ※１０日は土日祝日でも受付をしております。

【お問合せ先】

＜介護伝送ソフトについて＞
国民健康保険中央会 介護ソフト受付センター ⇒ソフトの購入はこちらへ
TEL ０３－５９２８－０４５６ ＦＡＸ ０３－５９２８－０２２３ 受付時間：１０：００～１７：００（平日のみ）

国民健康保険中央会 介護ソフトヘルプデスク ⇒ソフトの操作説明はこちらへ
TEL ０３－５３９１－５６２２ ＦＡＸ ０３－５３９１－５６３１

受付時間：（毎月１日～１０日）平日１０：００～１９：００ 土曜日１０：００～１７：００ 日・祝日は受付は行いません
受付時間：（毎月１１日～月末）１０：００～ １７：００（平日のみ）

◎請求明細書の記載方法等国からの通知について
「ワムネット」のホームページ上で「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料（確定版）と検索し、「ⅠＶ介護
給付費請求書・明細書及びインタフェース関係」の資料４「２７年度制度改正様式例パターン」をご参照下さい。


